
 

報道関係各位 発信年月日 令和７年 10月 1日 
送付枚数 

（本紙含む） 
4枚 

担当部課名 担当課長名 担当者職氏名 連絡先電話番号 

福祉部 

子育て支援課 
石田 恵子 

主任主事 

辻岡 敏司 
（0836）82-1207 

件名 こども誰でも通園制度の試行的事業を開始します 

内   容 

認可保育所等を利用していない未就園児を対象に、家庭とは違った遊びや経験を通じて、こどもの育ち

を応援し、良質な成育をサポートするため、月１０時間以内の利用枠の中で保護者の就労要件等を問

わず柔軟に利用できる【こども誰でも通園制度】の試行的事業を１０月から開始します。 

 

１ 日時 10月 1日から 

 

２ 実施施設 認定こども園小野田めぐみ幼稚園 

高千帆小百合幼稚園 

         ねたろう保育園 

 

３ 対象者 ①から③全てを満たすお子さんが対象です。 

① 市内に居住している子ども 

② 生後６か月から満３歳未満の子ども 

※ ３歳の誕生日前日に対象外となります。 

※ 実施施設の受入可能月齢に満たない場合は利用できません。 

③ 幼稚園、認可保育所、地域型保育事業所等に在籍していない子ども 

 

４ 利用時間 １人当たり月上限１０時間（１時間～利用可能） 

 

５ 利用料金 １人１時間当たり 

   ・ 生活保護法による被保護者世帯 ０円 

・ 市町村民税非課税世帯 ６０円 

・ 要保護・要支援家庭 １５０円 

・ 上記以外の世帯 ３００円 

 

 

記者発表資料 

 

 

 

 



 

６ 申請 利用する際は事前に申請が必要です。 

ＷＥＢ申請…市ホームページに電子申請の URL掲載 

窓口・郵送にて申請…申請書に必要事項を記入し子育て支援課へ提出、郵送 

※申請書は市ホームページからもダウンロードできます 

 

７ 問い合わせ先 山陽小野田市福祉部子育て支援課保育係 TEL:82-1207 

発信者：山陽小野田市協創部シティセールス課  

電話（0836）82-1148 FAX（0836）83-9336 






